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１．難病対策について

平成２５年度予算（案）においては、

①難治性疾患の原因解明や治療法の確立に向けた難治性疾患克服研究事業、

②難病患者の医療費負担を軽減する特定疾患治療研究事業、

③難病相談・支援センター事業等による地域における難病患者の生活支援

など、難病対策を総合的に推進・充実することとしており、難病対策関係予算として

総額約５４９億円、うち疾病対策課分として４４７億円を計上した。

（１）難治性疾患克服研究事業等について

難病に関する研究については、難病の診断・治療法の開発等の研究を推進する難治

性疾患克服研究事業に約８２億円、病因解明等を加速させる「健康長寿社会実現のた

めのライフ・イノベーションプロジェクトの推進（難病、がん、肝炎等の疾患の克服

（うち難病関連分野）」に約１８億円、計１００億円を平成２５年度予算（案）に計

上した。

難治性疾患克服研究事業では、臨床調査研究分野の１３０疾患の研究を進め、研究

奨励分野（これまで十分に研究が行われていない疾患について、診断法の確立や実態

把握のための研究）により、研究内容の充実を図る。

「健康長寿社会実現のためのライフ・イノベーションプロジェクトの推進（難病、

がん、肝炎等の疾患の克服（うち難病関連分野）」では、次世代遺伝子解析装置を用

いて、疾患の早期解明や新たな治療法・開発を加速度的に推進する。

また、希少疾病のなかでもきわめて患者数の少ない疾病の医薬品や医療機器の研究

開発に対する支援を行い、製品化を推進するために、２億円を計上した。

（２）特定疾患治療研究事業について

特定疾患治療研究事業（難病の医療費助成）については、平成２５年度予算（案）

に対前年度比９０億円増の４４０億円（対前年度２５％増）を計上した。

特定疾患治療研究事業については、平成２５年１月２７日に総務大臣、財務大臣、

厚生労働大臣による大臣折衝を行い、「平成25年度における年少扶養控除等の見直し

による地方財政の追加増収分等の取扱い等について」を三大臣で合意した。

特定疾患治療研究事業の関係の合意事項としては、

・ 平成２６年度予算において超過負担の解消を実現すべく、法制化その他必要な

措置について調整を進める。

・ 平成２５年度予算における特定疾患治療研究事業の国庫補助金については、当

該事業の国費不足額が平成２４年度における国費不足額を下回るよう、所要額を

計上する。

となっている。

なお、都道府県においては、引き続き公費負担医療の効果的かつ適切な実施に努め

ていただきたい。
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○ 医療受給者証の有効期間の始期について、交付申請書の受理日からとしている

が、申請者の中には対象となることを知らずに申請が遅れた事例等が発生してい

ることから、各都道府県で、郵送等による申請受付など窓口での申請受付体制の

整備を推進するとともに、医療機関等を通じて本事業の手続きを含め十分な周知

に引き続き努めていただきたい。

○ 対象者の認定・審査が円滑に行われるよう、都道府県特定疾患対策協議会の実

施体制の確保や特定疾患解析システム（難病患者認定適正化事業（国庫補助事

業））を活用した体制の整備を引き続き図っていただきたい。

（３）難病特別対策推進事業について

本事業については、難病患者に対する総合的な相談・支援や地域での受入病院の

確保、在宅療養上の適切な支援、安定した療養生活の確保、難病患者とその家族の

生活の質の向上に資することを目的に実施しており、平成２５年度予算（案）で約

５億円を計上した。

都道府県においては、平素よりご努力いただいているが、引き続き事業の実施及

び充実に向けて積極的に推進されるよう、お願いする。

ア 難病相談・支援センター事業について

本事業については、難病患者等の療養上、日常生活上の悩みや不安等の解消

を図るとともに、様々なニーズに対応したきめ細やかな相談や支援を通じて、

地域の難病患者等への支援を一層推進するため、平成１５年度から開始し、平

成１９年度には全都道府県に難病相談・支援センターを設置した。

本事業の実施について、内容の充実を図りつつ、引き続き難病患者への支援

をお願いする。

なお、平成２５年度からの新規事業として、安定所（ハローワーク）に「難

病患者就職サポーター（仮称）」が配置される予定（※）

※ 全国15カ所の安定所に配置。ハローワークの障害者の職業相談窓口である専門援助部門に

おいて、難病相談・支援センターと連携しながら、就職を希望する難病患者に対する症状

の特性を踏まえたきめ細やかな就労支援や、在職中に難病を発症した患者の雇用継続等の

総合的な就労支援を行う。所管課室は厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部障害

者雇用対策課。

難病患者就労支援事業については、平成２４年度で廃止することになるが、

「難病患者就職サポーター」（仮称）が限られた地域での配置となることから、

ハローワークや患者会等とも十分に連携を図っていただき、地域の実情に応じ

た対応など、今後も特段のご配慮をお願いする。



- 3 -

イ 重症難病患者入院施設確保事業について

本事業は、重症難病患者の適時・適切な入院施設の確保等が行えるよう、都

道府県ごとに拠点・協力病院による難病医療体制（拠点病院：都道府県ごとに

１か所、協力病院：概ね二次医療圏ごとに１か所を整備）の整備等を図るもの

である。

拠点病院及び協力病院の整備について、未整備の都道府県にあっては、引き

続き地域の実情に応じた整備の促進にご協力をお願いする。

なお、平成２２年度に開始した、在宅療養中の重症難病患者であって、介護

者の事情により在宅で介護等を受けることが困難になった場合に一時的に入院

することが可能な病床を各都道府県の拠点病院に確保するための事業について

も、引き続き積極的な活用をお願いする。

ウ 難病患者地域支援対策推進事業について

本事業は、難病患者の在宅療養の生活の質の向上を図るため、①患者ごとの

在宅療養支援計画の策定・評価事業、②医療相談事業、③医療相談事業に参加

できない難病患者等への訪問相談事業、④訪問指導（診療）事業を推進するも

のである。

各都道府県・保健所設置市・特別区にあっては、保健所を中心に地域の医療

機関、市町村福祉部署等の関係機関と十分な連携を図り、地域の実情に応じた

支援について、特段のご配慮をお願いする。

エ 神経難病患者在宅医療支援事業について

本事業は、診断の困難な神経難病の早期確定診断を行うとともに、当該神経

難病患者等の療養上の不安を解消し、安定した療養生活を確保するため、一般

診療医の要請により都道府県等に配置した専門医による在宅医療支援チームを

派遣する体制を確保することを主な目的としており、引き続き体制の確保に向

けた取組をお願いする。

オ 難病患者認定適正化事業について

本事業で使用する特定疾患解析システムの入力は、対象患者の認定業務の効

率化や難病患者の動向等を全国規模で把握することを目的に行っており、これ

までも的確な調査票の電算処理（入力及び厚生労働省への登録）をお願いして

いるが、依然として厚生労働省への登録件数が未だに低い状況にある。

厚生労働省に登録されるデータの入力は、研究事業として必要であることか

ら、的確な臨床調査個人票の電算処理に努めていただくようお願いする。

また、難病患者の認定基準の遵守についても、引き続き周知徹底を図ってい

ただくようお願いする。
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カ 難病患者等居宅生活支援事業について

本事業は、地域における難病患者等の日常生活を支援することにより、難病

患者等の自立と社会参加を促進することを目的として、難病患者等ホームヘル

プサービス事業、難病患者等短期入所事業及び難病患者等日常生活用具給付事

業が平成８年度から行われている。

しかし、平成２５年４月から施行される障害者総合支援法において、障害者

の定義に新たに難病等が位置付けられることとなったことにより、障害福祉サ

ービス等の対象となることから、本事業は平成２４年度で廃止するため、福祉

部局と連携し、支援に支障が生じないよう対応をお願いしたい。

なお、難病患者等居宅生活支援事業は廃止するが、関連事業として難病患者

等ホームヘルパー養成研修事業は引き続き、難病患者等の特性に鑑み、厚生労

働省健康局疾病対策課において実施するものとする。

キ 難病患者の在宅医療・介護の充実・強化事業について

在宅医療・介護を必要とする難病患者が安心・安全な生活を営めるよう、医

療・介護従事者研修の実施、難病相談・支援センター間のネットワーク支援の

構築等を通じて、在宅難病患者の包括的な支援体制の充実・強化を図ることを

目的としている。

各都道府県にあっては、本事業の活用を通じて、在宅医療・介護が必要な難

病患者がより一層、在宅や地域で安心・安全な生活が営めるよう、ご協力をお

願いする。

ク 難病対策の推進のための患者データ登録整備事業について

難病患者データの精度の向上と有効活用、国際協力の推進を図るため、新た

な患者データ登録システムを開発し、患者・国民・医療現場・行政機関等に成

果を還元できる仕組みの構築を図るため、平成２５年度予算（案）で１５２百

万円を計上した。

なお、本事業は、厚生労働省健康局疾病対策課において、患者データ登録シ

ステムを開発するための経費である。

ケ 難病情報センター事業について

難病情報センターホームページは、順次内容の充実を図っており、平成２４

年度で月平均約１３３万件のアクセスがなされるなど、難病患者やそのご家族、

医療関係者などにご活用いただいている。

都道府県にあっては、引き続き管内の保健所等を通じ本事業の積極的な活用

をお願いするとともに、インターネットの活用が困難な難病患者への情報提供

についても特段のご配慮をお願いする。

（掲載先ＵＲＬ：難病情報センター（http://www.nanbyou.or.jp/））
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コ 特定疾患医療従事者研修事業について

本事業は、地域保健活動に従事する都道府県等の保健師等を対象とした研修

と難病相談・支援センターの職員に対する研修を平成２３年度より国立保健医

療科学院で実施している。

この研修は、都道府県職員のほか、難病相談・支援センター業務に従事する

非常勤職員等も参加対象であるので、都道府県等におかれては、引き続き研修

の周知及び職員の参加について特段のご配慮をお願いする。

サ ＣＪＤサーベイランス体制の強化等について

クロイツフェルト・ヤコブ病（ＣＪＤ）等に関するサーベイランスについて

は、厚生労働科学研究班のＣＪＤサーベイランス委員会（以下「委員会」とい

う。）が、特定疾患治療研究事業における臨床調査個人票、感染症の予防及び

感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号。以下

「感染症法」という。）第１２条第１項の規定に基づくＣＪＤの届出などに基

づく症例の把握により実施している。

ＣＪＤ等はその病態が特殊であり、迅速な患者発生状況と臨床情報の把握が

必要なため、従来より関係通知により委員会等への情報提供の徹底について依

頼しており、引き続きご協力をお願いする。

なお、（３）イ及びエで記したとおり、

① 保健衛生施設等設備整備費補助金の重症難病患者拠点・協力病院設備

整備事業で、ＣＪＤ確定診断（剖検）支援の一環としての検査機器（電

気メス及び電気鋸）

② 神経難病患者在宅医療支援事業で、ＣＪＤの確定診断（剖検）に要す

る経費

を国庫補助対象としている。これらの制度を活用しつつ、可能な限りＣＪＤの

確定診断（剖検）に努めていただきたい。

また、ＣＪＤ対策の相談体制については、既に送付しているＣＪＤ専門医リ

ストを参考の上、患者や家族等からの相談に十分な対応をお願いする。

（４）その他関連事業について

ア 在宅人工呼吸器使用特定疾患患者訪問看護治療研究事業について

特定疾患治療研究事業の中で、ＡＬＳ等の在宅人工呼吸器使用特定疾患患者に

対して、原則として１日につき４回目以降の訪問看護について、患者の療養実態

の把握等を行う事業について、引き続き円滑な実施のためのご協力をお願いする。

イ 特定疾患治療研究事業におけるスモンの取扱いについて

① スモン（ＳＭＯＮ）は整腸剤キノホルムの副作用による薬害で、「亜急性

脊髄・視神経・末梢神経障害」の略である。主症状は視覚、感覚、運動障害

であるが、このほか中枢神経及び末梢神経が侵されることによる様々な症状

が全身に幅広く併発する疾患であることが認められている（下記の症状欄を参照）。
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② スモン患者に対する医療費については、スモンの患者救済策の観点から、

特定疾患治療研究事業の対象として、医療費の自己負担分を公費負担（補助

率：１０／１０）としている。

③ スモン患者については、薬害の被害者であることを十分ご理解のうえ、ス

モン患者に対する特定疾患治療研究事業の適用をお願いする。

症状

神経症状（下肢の異常知覚、自律神経障害、頑固な腹部症状等）をはじめと

して、循環器系及び泌尿器系の疾病のほか、骨折、白内障、振戦、高血圧、慢

性疼痛、めまい、不眠、膝関節痛、腰痛など、歯科疾患を含め、今なお、全身

に様々な症状が幅広く併発することから、診療・治療に当たってはスモンによ

る影響を十分配慮することが必要となっている。

※症状の例示であって、スモンの全ての症状を記載しているものではない。

ウ 災害時における人工透析及び難病患者等への対応について

災害時における人工透析及び難病患者等への対応について、「厚生労働省防災

業務計画」に基づき対応しているが、地震や台風等の大規模災害が頻発している

状況に鑑み、災害時の人工透析及び難病患者等への医療の供給体制の確保が迅速

に行えるよう、人工透析及び難病患者等の被害や医療供給体制の支障等について

情報を得た場合は、厚生労働省健康局疾病対策課に速やかに情報提供願いたい。

エ 難治性疾患患者雇用開発助成金への対応について

難病のある人の就労支援策として、難病のある人の雇用を促進し職業生活上の

課題を把握するため、平成２１年度より「難治性疾患患者雇用開発助成金」を創

設し、難治性疾患克服研究事業のうち臨床調査研究分野における疾患（１３０疾

患）の患者等を新たに雇用し、雇用管理に関する事項を把握・報告する事業主に

対し、助成を行っているところである。

難病相談・支援センター等において、厚生労働省ホームページ（http://www.m

hlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/pdf/nanbyo_leaflet02.pdf）に掲載している

本人向けのリーフレット等を活用した本事業の周知にご協力いただくとともに、

ハローワーク等と連携するなど、本事業の効果的な実施にご協力をお願いしたい。

オ 難病患者サポート事業について

本事業は、難病患者・患者家族の療養や生活上の不安、ストレス解消に向けた

支援や、患者団体等の活動を支援するため、平成２３年度より国の委託事業とし

て実施しており、引き続き支援策の充実を図る。
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（５）難病対策の見直しについて

難治性疾患克服研究事業及び特定疾患治療研究事業については、対象疾患を拡大し

てほしいとの要望がある一方、医療費助成の安定的な財源の確保が必要となっている

ほか、医療、福祉、就労等の総合的な対策が求められていることから、厚生科学審議

会疾病対策部会難病対策委員会において、平成２３年９月より難病対策全般の見直し

を精力的に進めてきた。

平成２３年１２月１日に「今後の難病対策の検討に当たって（中間的な整理）」が

とりまとめられ、昨年２月１７日に閣議決定された「社会保障・税一体改革大綱」で

は難病対策が盛り込まれ、難病の医療費助成について、法制化も視野に入れ、助成対

象の希少・難治性疾患の範囲の拡大を含め、より公平・安定的な支援の仕組みの構築

を目指すこととされた。

さらに、昨年８月１６日には難病対策委員会の「今後の難病対策の在り方（中間報

告）」が取りまとめられ、その後も引き続き審議を行い、平成２５年１月２５日に

「難病対策の改革について（提言）」が取りまとめられた。

今後は、本提言を踏まえ、

・医療費助成の具体的な対象疾患及び対象患者の認定基準

・医療費助成の対象患者の負担割合及び月額負担上限 等

個別具体的な事項について、審議を行う予定としている。

また、平成２５年１月２７日に総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣により合意され

た「平成２５年度における年少扶養控除等の見直しによる地方財政の追加増収分等の

取扱い等について」には、「特定疾患治療研究事業については、平成２６年度予算に

おいて超過負担の解消を実現すべく、法制化その他必要な措置について調整を進める

こと。」とされており、関係府省と連携し、調整を進めることとしている。

(掲載先ＵＲＬ：難病対策の改革について（提言）（http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002udfj-att/2r9852000002udh0.pdf））

２．エイズ対策について

我が国における平成２３年のＨＩＶ感染者・エイズ患者（以下「感染者等」とい

う。）の新規報告数の合計は1,529件、平成２４年は速報値で1,446件となり、依然とし

て高い水準で推移している。

報告数の年齢別内訳では、２０代から３０代の割合が多く、また、感染経路別内訳で

は、性的接触（特に男性同性間性的接触）が大部分を占めている状況である。

また、ＨＩＶ抗体検査件数は、平成２１年からの減少傾向に歯止めはかかったものの、

平成２４年は131,235件と、平成２０年のピーク時（177,156件）に比べると依然として

低い状況にあり、検査件数の減少に伴う感染拡大が懸念される。
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（参考）
○平成２４年第１～第４四半期の新規ＨＩＶ感染者・エイズ患者報告数（速報値）

第１四半期 ＨＩＶ 246件 エイズ 105件 計 351件
第２四半期 ＨＩＶ 225件 エイズ 115件 計 340件
第３四半期 ＨＩＶ 273件 エイズ 111件 計 384件
第４四半期 ＨＩＶ 257件 エイズ 114件 計 371件

計 ＨＩＶ1,001件 エイズ 445件 計 1,446件

○平成２４年第１～第４四半期の保健所等におけるＨＩＶ抗体検査件数（確定値）
第１四半期 保健所 25,025件 保健所以外 7,171件 計 32,196件
第２四半期 保健所 26,406件 保健所以外 7,405件 計 33,811件
第３四半期 保健所 24,484件 保健所以外 6,924件 計 31,408件
第４四半期 保健所 26,597件 保健所以外 7,223件 計 33,820件

計 保健所102,512件 保健所以外 28,723件 計131,235件

我が国のエイズ対策は、感染症法に基づき策定された「エイズ予防指針」（厚生労働

大臣告示）に則して実施されているが、平成２３年度に同指針を見直し、平成２４年１

月１９日に告示を改正したところである。

都道府県、保健所設置市及び特別区（以下「都道府県等」という。）におかれては、

引き続き、改正後のエイズ予防指針に基づき、以下の事項に留意し、エイズ対策に取り

組まれるようお願いする。

（１）ＨＩＶ検査・相談事業の見直しについて

近年のＨＩＶ抗体検査件数の減少について、検査の日時や場所等の利便性が十分に

確保できていないことが要因の一つとして指摘されている。

これを踏まえ、ＨＩＶ検査・相談事業を見直し、利便性に配慮した体制の整備、検

査の必要性が高い対象者やこれらの対象者の多い地域への重点化など、効率的・効果

的な施策の推進を図ることとする。

① 重点都道府県等特別対策事業（新規）

新規感染者等の数が全国水準より高いなどの地域において、検査の必要性の高い

者（青少年やＭＳＭ（男性間で性行為を行う者）などの個別施策層）の利便性に配

慮した検査・相談を実施し、効率的・効果的な施策の推進並びに施策の重点化を図る。

② 保健所やエイズ治療拠点病院におけるＨＩＶ検査・相談（改正）

従来のＨＩＶ検査・相談事業についても、利便性に配慮した体制整備を促進する

とともに、実施形態や実績に見合った補助を行うことにより、効率的・効果的な検

査・相談を実施する。

ア 保健所等におけるＨＩＶ検査・相談（無料匿名の検査・相談）

イ エイズ治療拠点病院におけるＨＩＶ検査・相談（有料の検査・相談）

各都道府県等におかれては、当該見直しを踏まえ、効率的・効果的な検査・相談の

実施に努めていただきたい。

なお、平成２３年度より「ＨＩＶ検査・相談室整備事業」を実施しており、同事業

に要する経費については、補助金（保健衛生施設等施設整備費補助金及び保健衛生施

設等設備整備費補助金）の対象となる。
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（２）地域における総合的な医療提供体制の充実について

エイズ治療の地方ブロック拠点病院等一部の医療機関への感染者等の集中や診療拒

否疑い事例を解決するため、都道府県等は、中核拠点病院が設置する連絡協議会や地

域の医師会・歯科医師会等と連携し、中核拠点病院を中心とする治療拠点病院、地域

診療所等との診療連携の充実を図ることが重要である。

特に、歯科診療や長期療養施設への受入、在宅療養等については、地域での保健医

療サービスと福祉サービスの連携が必要であり、各都道府県におかれては、これらの

コーディネーションを担うことができる看護師等の育成、中核拠点病院への配置を推

進されたい。

なお、コーディネーターナースを養成する「中核拠点病院連絡調整員養成事業」及

び訪問看護師や訪問介護員等への実地研修、地域の医師や歯科医師への医療講習会等

を行う「ＨＩＶ感染者・エイズ患者の在宅医療・介護の環境整備事業」について、平

成２５年度も実施する予定であるので、各都道府県におかれては、引き続き両事業の

円滑な実施にご協力いただきたい。

（３）その他

①「エイズ対策推進協議会」等の積極的な活用について

エイズ対策の推進を図る観点から、各地方公共団体において、地域の実情を踏まえ

た対策の企画・立案を行う「エイズ対策推進協議会」（以下「推進協議会」とい

う。）等の設置・運営をお願いしている。

既に推進協議会等を設置・運営している都道府県等におかれては、引き続き積極的

な活用をお願いするとともに、未設置の都道府県等におかれては、設置の上、地域の

関係団体等との連携・協力によりエイズ対策の円滑な実施を図るようお願いする。

②先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の対象となる医療の範囲について

本事業の対象となる医療の範囲については、「先天性血液凝固因子障害等治療研究

事業の実施について」（平成１７年４月１日健疾発第０４０１００３号厚生労働省健

康局局疾病対策課長通知）により示しているが、近年、医療機関によってその取扱い

に差異があるとの意見があることから、各都道府県におかれては、公費負担の対象と

なる医療の範囲について、あらためて関係機関に周知していただきたい。

③ＨＩＶ診療等に関する各種マニュアル等の周知について

ＨＩＶ診療の進歩により感染者等は長期存命が可能となり、新たに高齢化に伴う慢

性疾患や介護等の問題が生じてきている。

薬害エイズ患者を含む感染者等に対する医療については、厚生労働科学研究（エイ

ズ対策研究）班（以下「研究班」という。）や関係学会により各種マニュアル・ガイ

ドラインが作成されているので、各都道府県におかれては、適切な医療が提供される

よう、マニュアル・ガイドラインについて医療機関等へ周知していただきたい。
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また、介護についても、研究班によりガイドラインが作成されているので、各都道

府県におかれては、介護担当部局と連携の上、適切な介護サービスが提供されるよう、

ガイドラインについて関係機関へ周知していただきたい。

（掲載先ＵＲＬ：エイズ予防情報ネット（http://api-net.jfap.or.jp/））

④針刺し後のＨＩＶ感染防止について

感染者等に対する医療において針刺し事故等が発生した場合の対応については、

「医療事故後のＨＩＶ感染防止のための予防服用マニュアル」が独立行政法人国立国

際医療研究センターエイズ治療・研究開発センターにより作成されているので参考に

されたい。

また、針刺し等の事故後に行われる抗ＨＩＶ薬の投与等の一連の処置については、

労災保険の保険給付として認められているので、同マニュアルと併せて、関係機関へ

周知していただきたい。

⑤診療報酬改定に係るＨＩＶ検査について

医療機関においてＨＩＶ感染症が疑われる場合のＨＩＶ抗体検査について、平成２

４年度診療報酬改定により、算定要件が従来の「性感染症が認められる場合で、ＨＩ

Ｖ感染症を疑わせる自他覚症状がある場合」から「性感染症が認められる場合、既往

のある場合又は疑われる場合で、ＨＩＶ感染症を疑う場合」に拡大されたので、各都

道府県におかれては、適切なＨＩＶ抗体検査が行われるよう、医療機関へ周知してい

ただきたい。

３．ハンセン病対策について

（１）ハンセン病問題の経緯について

厚生労働省においては、平成８年の「らい予防法」廃止以降、平成１３年５月の国

家賠償請求訴訟熊本地裁判決での敗訴に対して、同月２３日に内閣として控訴しない

ことを決定し、同月２５日に内閣総理大臣談話及び政府声明を発表した。

また、ハンセン病問題の早期かつ全面的な解決を図るため、同年６月１５日に議員

立法で「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」が成立し、

同月２２日に公布・施行され、ハンセン病患者・元患者の名誉回復及び福祉増進を目

的とした各種施策を実施してきた。

これらの取組により、ハンセン病患者であった者等の精神的苦痛に対する慰謝と補

償の問題については一定の解決が図られたが、ハンセン病患者であった者等の福祉の

増進、名誉回復等に関し、未解決の問題が残されていた。このような状況を踏まえ、

これらの問題の解決の促進に関して必要な事項を定めた「ハンセン病問題の解決の促

進に関する法律」（以下「促進法」という。）が、平成２１年４月１日より施行され、

各種施策を引き続き実施している。
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①私立ハンセン病療養所における療養等の確保

私立ハンセン病療養所の入所者に対する医療、給与金の支給等福祉事業及び療養

所の運営に要する経費を補助することにより入所者の福祉の増進を図ることとして

いる。（国立ハンセン病療養所における療養及び生活の保障は、医政局において実

施。）

※ハンセン病療養所入所者数（平成２４年５月現在）

施設数 １５カ所（国立１３カ所、私立２カ所）

入所者数 ２，１４４名

平均年齢 ８１．６歳

②社会復帰の支援及び社会生活の援助

療養所を退所したハンセン病元患者の社会復帰等を支援するため、退所者給与金

及び非入所者給与金の支給、相談事業等の施策を実施。

③名誉回復及び死没者の追悼

ハンセン病患者・元患者に対する慰謝及び名誉回復のため、ハンセン病に関する

正しい知識の普及啓発のための全中学一年生向けパンフレットの作成・配布、シン

ポジウムの開催、社会交流支援事業や普及啓発資料の作成のほか、療養所等におい

て収蔵している死没者の焼骨に係る改葬費の支給等の施策を実施。

④親族に対する援護

ハンセン病療養所に入所したことにより、その家族が生計困難になった場合に、

その家族に対して、生活保護の基準の例により援護（生活援助、教育援助、住宅援

助、出産援助、生業援助、葬祭援助）を実施。

（２）地方公共団体におけるハンセン病問題の解決の促進に向けた施策の実施について

促進法第５条において、「地方公共団体は、基本理念にのっとり、国と協力しつつ、

その地域の実情を踏まえ、ハンセン病の患者であった者等の福祉の増進等を図るため

の施策を策定し、及び実施する責務を有する」とされており、各地方公共団体におい

ては、ハンセン病問題の解決の促進に向けた施策の実施をお願いする。

①普及啓発について

ハンセン病に対する偏見・差別を解消し、ハンセン病患者・元患者の名誉回復を

図るためには、普及啓発を継続的に実施することが重要であることから、各地方公

共団体においては、ハンセン病問題に対する正しい知識の普及啓発について、より

一層の取組をお願いする。

なお、地方公共団体がハンセン病に対する偏見・差別の解消等に向けた新たに取

り組む普及啓発事業を支援する「ハンセン病対策促進事業」を平成２４年度から実

施しているので、本事業を積極的に活用し、地域におけるハンセン病問題の解決に

向けた施策の推進にご協力をお願いする。
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②相談及び情報の提供等について

促進法第１７条において、「国及び地方公共団体は、退所者及び非入所者が日常

生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、これらの者からの相

談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う等必要な措置を講ずる」とされている。

各地方公共団体においては、退所者や退所希望者等に対する社会生活支援に関す

る相談事業の充実をお願いする。

また、退所者に対する公営住宅の斡旋・優先入居、ハンセン病療養所死没者の納

骨、改葬に対する支援などについてもご配慮をお願いする。

③国立ハンセン病療養所等入所者家族生活援護費について

各都道府県においては、療養所に入所したことにより、その家族が生計困難にな

った場合に、促進法第１９条の規定に基づき、その家族に対して生活保護の基準の

例により援護を行っているところであるが、本年８月の生活保護基準の見直しに伴

い当該援護費についても見直しが必要になるため、生活保護基準の見直し内容等に

ついて、各都道府県の生活保護担当部局と連絡を密にするなど適切な対応をお願い

する。

④情報の共有及び連携について

国と地方公共団体との情報の共有や連携の強化を図るために平成２１年度から

「ハンセン病問題対策促進会議」を開催しており、平成２４年度は、平成２５年３

月１２日に国立ハンセン病資料館において開催したところである。

ハンセン病問題の解決の促進のためには、各都道府県、厚生労働省及びハンセン

病療養所の連携、協力、支援等が不可欠であり、引き続き特段のご協力をお願いする。

（３）厚生労働省におけるハンセン病問題の解決に向けた主な取組について

促進法第１８条において「国は、ハンセン病の患者であった者等の名誉の回復を図

るため、国立のハンセン病資料館の設置、歴史的建造物の保存等ハンセン病及びハン

セン病対策の歴史に関する正しい知識の普及啓発その他必要な措置を講ずる」とされ

ている。

厚生労働省においては、ハンセン病に対する偏見・差別を解消し、ハンセン病患者

・元患者の名誉回復を図るため、国民に対してハンセン病問題に対する正しい知識の

啓発に努めるなど、普及啓発を継続的に実施していくこととしている。

①国立ハンセン病資料館について

平成１９年４月の再オープン以来、普及啓発の拠点、情報の拠点、交流の拠点と

して位置付け、様々な取組を行っている。

促進法第１８条においても、ハンセン病及びハンセン病対策の歴史に関する知識

の普及啓発を行うための拠点として明確な位置付けがされたところである。

平成２３年度は約２万２千人が来館しており、引き続きハンセン病及びハンセン

病対策の歴史に関する普及啓発に向けた取組を推進することとしている。
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②重監房再現・展示施設について

促進法第１８条やハンセン病問題対策協議会における確認事項を踏まえ、普及啓

発事業の一環として、ハンセン病政策の中でもとりわけ過酷な歴史を持つ、国立療

養所栗生楽泉園（群馬県草津町）に設置されていた重監房（特別病室）の一部を再

現し、更なる啓発活動に資するため重監房資料館を整備することとしている。

③ハンセン病問題に関するシンポジウムについて

厚生労働省が主催する「ハンセン病問題に関するシンポジウム」を平成１６年度

から開催しており、平成２４年度は、平成２５年２月９日に鹿児島県鹿児島市で開

催した。

④らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日について

平成２１年度より６月２２日 を「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の※

日」とし、厚生労働省主催の追悼、慰霊と名誉回復の行事を実施している。

（※６月２２日：「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する

法律」の施行日）

平成２５年度も同様の行事の実施を予定しているが、詳細な内容については追っ

て連絡する。

４．リウマチ・アレルギー対策について

リウマチ、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、花粉症等のリウマチ・アレルギー疾患を

有する患者は、国民の約５０％にのぼると言われており、放置できない重要な問題とな

っていることから、平成２３年８月の「リウマチ対策の方向性等」及び「アレルギー疾

患対策の方向性等」に基づき、リウマチ・アレルギー対策を総合的・体系的に推進して

いるところである。各都道府県等においては、本方向性等を踏まえ、今後のリウマチ・

アレルギー対策を推進されるよう取組をお願いする。

（１）リウマチ・アレルギー相談員養成研修会について

本事業は、各都道府県等の保健関係、福祉関係従事者等を対象に、リウマチ・アレ

ルギー疾患についての必要な知識を修得させ、地域における相談体制を整備すること

を目的として、平成１３年度より実施している。

本研修会は平成２５年度も引き続き実施する予定であり、各都道府県等にあっては、

研修会への職員の派遣について、保健関係、福祉関係部局への呼びかけ等、特段のご

配慮をお願いするとともに、当研修会の成果を活用する等により、地域の実情に応じ

た各種普及啓発事業の積極的な展開をお願いする。
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（２）リウマチ・アレルギー疾患に関する正しい情報の普及について

リウマチ・アレルギー疾患については、病因・病態が未だ不明で根治療法がない状

況下において、民間療法も含め情報が氾濫していることから、正しい情報の普及を強

化することを目的として、厚生労働省ホームページに「リウマチ・アレルギー情報

（http://www.allergy.go.jp/）」を開設し情報提供をおこなっている。

また、平成１９年度よりアレルギー相談センター（https://www.immune.jp/allerg

y/consults/）を設置し、アレルギー疾患患者及びその家族等に対しての相談事業を実

施しているので、関係各位に対してのアレルギー相談センターの周知をお願いしたい。

（３）リウマチ・アレルギー特別対策事業について

本事業は、地域における喘息死を減少させること並びにリウマチ及びアレルギー系

疾患の新規患者数を減少させることを目的として、普及啓発事業や医療関係者向けの

研修等を推進しているところであり、本事業の積極的な活用をお願いする。

５．腎疾患対策について

我が国における慢性腎不全による透析は年々増加傾向にあり、平成２３年末には約３

０万人が透析療法を受け、透析を必要とする患者は年約１万人以上のペースで増え続け

ている状況にある。また、腎不全による死亡は全疾患の中で８位になっており、新規透

析導入患者等腎疾患患者の重症化を早期に防止することが急務である。

このような状況を踏まえ、平成２０年３月に腎疾患対策検討会において、今後の腎疾

患対策を総合的かつ体系的に推進するため、「今後の腎疾患対策のあり方について」を

取りまとめ、都道府県等に通知したところである。各都道府県においては、本報告書を

踏まえ、今後の腎疾患対策を推進されるようお願いする。

（１）慢性腎臓病（ＣＫＤ）特別対策事業について

ＣＫＤは、生命や生活の質に重大な影響を与えうる重篤な疾患であるが、適切な対

応を行えば、予防・治療や進行の遅延が可能な疾患である。しかし、患者数は極めて

多く、腎機能異常に気付いていない潜在的なＣＫＤ患者の存在も推測されている。ま

た、すべての患者に腎臓専門医が対応するのは困難であるため、腎臓専門医以外にも

ＣＫＤ患者の診療を担うかかりつけ医をはじめとする医療関係者等の人材育成が必要

である。

このため、ＣＫＤに関する正しい知識の普及啓発等を図るため、平成２１年度から、

慢性腎臓病（ＣＫＤ）特別対策事業として、各都道府県に連絡協議会を設置し、かか

りつけ医、保健師等を対象とした研修を実施するとともに、患者等一般向けの講演会

等の開催をお願いする。
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（２）腎疾患に関する正しい情報の普及について

ＣＫＤについて、正しい知識の普及啓発を図るため、世界腎臓デーに慢性腎臓病

（ＣＫＤ）シンポジウムを開催する予定である（平成２５年３月１６日（土）東京都

千代田区「東京国際フォーラム」）。各都道府県においても様々な機会を通じて、慢

性腎臓病（ＣＫＤ）に関する普及啓発に努めていただきたい。

６．慢性疼痛対策について

「慢性疼痛」を来す疾患には、数百万人の患者が罹患しており、多額の医療費を要し、

社会的損失も大きいため、平成２２年度に開催した「慢性の痛みに関する検討会」の提

言を踏まえ、慢性の痛みに関する診断・治療法の研究開発を推進するとともに、「から

だの痛み相談・支援事業」を平成２４年度より実施している。各都道府県等においては、

研究の成果やからだの痛み相談・支援事業を活用いただき、より一層の慢性疼痛対策の

推進をお願いする。

・からだの痛み相談・支援事業（http://www.pain-medres.info/contact/index.html）

疼痛患者・患者家族が症状や窮状を訴えても医療機関や行政機関から的確な診断や

助言が得られないことがある現状を改善するため、患者の症状や境遇に合わせた的確

な相談や助言ができる信頼性の高い相談窓口等、患者の受け皿的機関を設けることと

しており、関係機関への周知等、ご協力をお願いする。

（事業内容）

①痛みに関する電話相談

②痛みに関する普及啓発活動

③医療従事者への研修事業
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